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地方創生に向けた取り組み特集２

SDGs達成に向けた取り組み
～第２回ESGファイナンスアワード

ジャパン銅賞受賞～
伊藤　隆幸　　　　　　　滋賀県信用保証協会

　　　　　　　　総務企画部　企画課　課長

論が展開されている中、私は冷めたまなざしを
向けていた。

　当時、イギリスの EU 離脱やトランプ政権の
樹立、中国の太平洋での開発等、世界が反グロー
バリズムに向かっていた時期でもあり、国連加
盟国の全会一致で承認された開発目標と聞いて
も絵空事に思えたのがその理由だ。

「こうした背景もあるため、社会意識が醸成して
いく中で当協会にできることを検討したい。」
　やんわり距離をとった内容をまとめた報告書
が戻ってきたとき、「滋賀県や経済界がひとつ
になって取り組みを始めているので前向きに検
討すること。」とコメントが付記されていた。
　これが SDGs との出会いだった。

これが SDGs との出会いだった。
  2．環境からSDGsへ

　滋賀県は本州のほぼ真ん中に位置し、日本最
大の湖、びわ湖を抱える。
　また、交通の要衝でもあり、古くから文化・
経済の先進地として栄えてきた。
　滋賀県では、びわ湖を健全な姿で次世代に引
き継ぐため、環境にやさしい石けんを使う運動
を行うなど、官民あげて環境保全に取り組んで
きた。

　加えて、鎌倉時代から江戸時代にかけて活躍
した近江商人の「三方よし」の精神を受け継ぎ、
実践してきた地域でもある。

　「協会さん、SDGs って知ってますか？」
とある金融機関支店長から聞いたその言葉は説
明を受けてもピンとこなかったが、ほどなく知
る機会が訪れる。
　平成 29 年６月、滋賀県主催の「サステナブ
ル滋賀× SDGs」というシンポジウムが開催さ
れ出席することになった。
　当日は国連事務次長トーマス・ガス氏の基調
講演に始まり、モデレーターに末吉竹二郎氏と
国谷裕子氏を迎え、知事をはじめ各界の著名人
がパネリストとして登壇していた。

「サステナブル滋賀×SDGs」の様子

　立ち見ができるほど大入りになっていたこと
を鮮明に記憶している。
　世界が直面するさまざまな課題を解決するた
めに、今何ができるか、熱気の帯びた会場で議

  １．SDGsとの出会い
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かの本を読み漁り、 “ 企業活動と SDGs は親和
性が高い ” という言葉にたどり着き、SDGs 達
成のために金融に期待が寄せられているとの文
脈を見つけ、SDGs 金融に対する保証制度の創
設に想いを馳せた。そこで２つの課題に直面す
る。

（1）小規模事業者に向けた制度設計
　SDGs 金融では財務諸表だけでは読み解けな
い CO２の排出削減や従業員の適切な労働管理、
社外取締役の独立性といった取り組み姿勢も新
たに投資価値を測る材料として認識され、中小
企業であっても積極的な ESG 投資がなされて
いると耳にした。

　また、全国銀行協会の研究機関である金融
調査研究会の取りまとめによると、「金融機関
は、取引先と接する機会が多いことを活かし、
SDGs を周知するとともに社会的課題の解決に
向けた取り組みを行う企業を側面的にサポート
することで SDGs 達成に貢献することが重要」
との提言がなされていることから、中小企業に
向けた SDGs 金融の道は明るいように思えた。

　しかしながら、ESG 投資は中小企業といっ
ても規模感が大きい会社に限定されるし、金融
機関が小規模事業者に SDGs 達成に向けたトラ
イアルを資金提案したとしても、成果にいたる
までに約定返済によって資金が枯渇し、CF が
捻出できないと資金繰りに奔走する事態を招く
恐れがあり単純ではない。
　SDGs 金融を考えるには小規模事業者であっ
ても、答えの見い出しにくいトライアルを許容
するつくりにする必要があった。

（2）保証料割引
　保証制度を設計するうえで、定性要因を加味
した保証料割引はスタンダードだが、そもそも
保証料割引には事業内容や一定の財務内容をお
さめたというような、「これまでの成果を評価
する」パターンと計画策定の上、今後何かを成
すことを期待するような、「これからの可能性
を評価する」パターンに大別できる。

　こうした経済・社会・環境の調和というSDGs
につながる考え方が滋賀県の源流にある。

　SDGs に出会う前、「環境」というテーマが
当協会にとって優先的な課題だった。
　平成 16 年１月、当協会は ISO14001 の認証
を取得し、経営理念に新しい環境産業を創出す
ることを記した。
　定期的な検定を経て、環境に配慮した職場改
善が進み、徐々に現状維持していくことが目標
に変わった平成 22 年に認証取得を終了したが、
紙・電気の削減目標とエコオフィス行動目標を
定めた取り組みは形を変えながら、今も続いて
いる。

　平成 16 年、企業経営の中で地球環境保全の
推進をはかる中小企業に向けた独自の保証制度

「エコサポート保証」を創設。これまで、およ
そ 1,200 件、63 億円の保証支援をし、企業活動
における省エネ化・温室効果ガス排出削減に寄
与してきた。
　平成 24 年、再生可能エネルギーの全量買い
取り制度が始まり、いわゆる売電業の取り扱い
が増えた。
　当協会は文字通り環境経営をまい進していた。

　平成 29 年、冒頭のシンポジウムを経て滋賀
県は全国に先駆けて基本構想に SDGs を盛り込
み、経済界でも次々SDGs宣言がなされるなど、
県内の雰囲気が一変した。
　「環境」は数ある社会的課題のひとつとなっ
てしまっていたことに気づき平成 30 年６月、「エ
コサポート保証」の取り扱いを終了した。
　順序はあべこべだが SDGs 宣言や諸規程の制
定よりも環境経営のシンボルにひと区切りをつ
け、新たに SDGs に関する保証制度を打ち出す
ことが今から SDGs を始める意思表明になると
考えた。

  3．制度設計上の２つの課題

　SDGs と CSR の違いも分からないまま何冊
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必要な資金と捉えることで、“ 投資に近い融資 ”
を保証することにならないかという着想を得
た。

　むろん、５年経過した際、期日一括返済とな
るが、償還のために証書貸付による長期保証に
リファイナンスする道も示し、利用者の経営状
況に応じた弾力的な出口を用意した。
　嬉々としてこのアイデアを金融機関に披露し
たところ、「メザニンローンですな。」と返され
た。画期的と思われたこの融資手法にすでに名
前があるらしい。

　本稿をお読みいただいた協会関係者ならば、
証書貸付による長期保証によって５年据置で足
りるのではないかとのご指摘がありそうだが
キャッシュアウトを抑える点において双方変わ
りないものの長期保証の場合、入り口で多額の
保証料を必要とするのが難点だ。
　また短期継続融資保証を採用するのは、トラ
イアルに要する保証料の負担感を払しょくした
かったことに加え１年ごとに継続手続きがある
ことを活かして、目標設定と達成状況を確認す
る機会にしたかったからだ。肝心の保証料割引
につながる部分だが、これは後ほど説明する。
　かくして平成 31 年４月、「SDGs 保証」の創
設にいたる。

　保証料は保証申込日に決定するという性質を
もっている以上、コベナンツ条項付き融資のよ
うに融資実行後、利息を変動させるようなこと
ができないため、保証料割引は大味な設計にな
らざるを得ない。
　SDGsに取り組んでいるから割引くのかSDGs
に取り組むから割引くのか、頭を悩ませた。

　話は ESG 投資に戻るが、出資を受けると償
還義務はないものの、ベンチャーキャピタルか
ら投資期間が満了すると IPO や M&A など明
確な出口（Exit）を求められる。
　ただ、投資事業が順調に CF を生み続けてい
る場合、長期借入金にリファイナンスすること
で利息収入を得るという道もあるという。
　この発見が２つの課題を解決する。

  4．「SDGs保証」創設
　
　当協会には短期継続融資保証「ケイゾク」
という保証制度がある。継続時の要件を満たす
限り、永続してご利用いただけるため、いわば
“ 資本性に近い融資 ” を保証している。
　そこで、短期継続融資を投資期間にみたて
５年間に限定し、資金使途を経常資金ではなく、
本業を通じた SDGs 達成に向けたトライアルに

SDGs保証のイメージ
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  5．トライアルと保証料割引
　
　本制度は、初回申込時に「わが社の SDGs 宣
言書」という書類を取り入れている。17 目標
の何に共感し、その達成のため自社に何ができ
るかを、SDGs 宣言してもらう。“ わが社の…”
とすることで中小企業者が想いをはせる本業を
通じた身近な社会的課題の解決を反映してい
る。

わが社のSDGs宣言書のイメージ

　よって、単なる環境保全活動や奉仕活動、慈
善行為だけの目標は認められない。

　SDGs ではスタートとゴールを意識すること
が重要だ。どうすれば目標となる SDGs 宣言が
達成とみなせるか定性目標あるいは定数目標を
記入いただく。本書を書き進めることで、“ ゆ
えに資金調達をしたい ” という資金要因を認識
できるようにした。
　ちなみに宣言書は社会的課題が解決したとい
う未来を想像し、現状とのギャップを埋める
バックキャスティングという考え方を採用して
いる。

　本制度では最長５年間の取り組みを計画では
なく、トライアルと呼んでいる。数字に裏打ち
された計画策定を求める保証制度は数多くある

が、企業の成長発展期において、成功を約束さ
れてないトライアルであっても見守る包摂的な
保証制度にしたかった。
　ただし、初回利用時は何らの成果も得ておら
ず、計画というよりも想いを投影したトライア
ルを受け入れるので、保証料割引をしないこと
とした。
　結局「これまでの成果を評価する」、「これか
らの可能性を評価する」のいずれも採用しない
が結論だった。

　本制度は初回申込時こそ財務要件があるが、
投資に近い融資を保証することを標ぼうしてい
る以上、継続時は不問だ。したがって割引が
なくとも、最長５年間キャッシュアウトせず、
SDGs 達成に向けたトライアルをすることを許
された短期継続融資保証が得られた時点で保証
制度として成立している。
　では何をもって保証料割引としたか。継続手
続きの際、宣言書に記した目標が達成した場合、
以降に発生する保証料を事業性評価に基づき割
引することにした。

最長５年のトライアルと保証料割引のイメージ

　こうして、短期継続融資保証を活用すること
で「成果が出たら評価する」という保証料割引
の新機軸を生み出した。

  6．「SDGs保証」の取り組み事例
　
　ここで「SDGs 保証」をご利用いただいたＡ
社の事例を紹介したい。
　家庭用浄水器内の浄水カートリッジを製造開
発している A 社は、安易にペットボトルの水
が手に入ることがプラスチックごみにつなが
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滋賀県立大学講師による企業分析の様子

  7．SDGsマネジメントシステム

　「SDGs」保証の創設から半年、令和元年 10 月
１日、SDGs 宣言にいたる。「持続可能な当協会
の未来」を想像した若手職員からの提言を受け
てエッセンスを抽出したものを文書化した。
　これまで中小企業者の良きパートナーとして
創立来培ってきた中小企業支援に自信を持ち、
さらに深めていくという内容だ。
　また、中小企業支援に努めることが持続可能
な地域社会の実現にも及ぶことに触れ、関係機
関とのパートナーシップのもと、長きにわたり
取り組んでいる「環境」というテーマに加え、

「経済」「社会」の課題解決を図ることを誓った。

　令和２年４月、SDGs を推進するため、役員・
部長級を構成員とした統括的な会議体として、

「SDGs マネジメントシステム会議」を設置した。
　３つの社会的課題を取り扱う既設の会議体か
ら課題を吸い上げ、SDGs の浸透を図っている。

SDGsマネジメントシステム会議の管理体制図

り、ひいては海洋汚染問題を招いているニュー
スに心を痛めていた。
　そこで携帯用浄水器を普及させることでペッ
トボトルの削減につとめることを目標に SDGs
宣言し、自社製品の携帯用浄水器を開発したう
えで、年間 2,000 万円売り上げることを達成目
標とした。そのため、開発費が欲しいという申
し出だ。

　保証利用後、浄水カートリッジ１つで最大
500ml のペットボトルを 360 本削減できる「携
帯用浄水ボトル」の開発に成功した。

携帯用浄水ボトル

　しかしながら、販売体制は整わなかったた
め、１回目の継続手続時の段階では目標達成に
いたらなかった。
　ただ、Ａ社からは「償還に追われることなく、
商品開発に専念できた。部品供給会社から脱却
をはかるきっかけになった。」と本制度を評価
いただいた。
　“ 投資に近い融資 ” をコンセプトに、新しい
ビジネス創出する、また企業価値の向上を応援
するという本制度の目的を果たせたと当協会は
考える。

　さらに当協会では「SDGs 保証」をご利用い
ただき、一定の成果が得られた企業に SDGs
の分野で知見のある滋賀県立大学講師をお
連れし、企業分析していただく活動をしてい
る。「ミライリポート　SDGs 企業に学ぶ」と
いうタイトルで広報誌や HP・SNS に掲載し
ているので機会があればご覧いただきたい。
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　また、年度経営計画から優先的な方策を選定
し、当協会が目指すSDGs達成への目標を記し、
そこに具体的な取り組みを落とし込んでいる。

　当協会ではこの方策をアクションプランと呼
んで、各部門における１年間のトライアルを推
進している。
　アクションプランの実施や当協会の SDGs に
かかる運用は１年間のスケジュールの中で、い
わゆる SDGs コンパスを回しながら、より精度
の高い取り組みになるよう進めている。
　この流れの中で重要なのが、新しい潮流を知
ることだ。当協会では全体研修の実施や外部の

機関が主催するセミナーやシンポジウムにも役
職員が参加することで、SDGs に関する最新の
トレンドを把握している。
　１年のトライアルが終了した後、外部評価委
員に達成状況を説明するとともにディスクロー
ジャー誌にサステナビリティレポートとして掲
載している。
　これらを総じて SDGs マネジメントシステム
と称している。
　といっても、ようやくこのルーティンは始まっ
たばかりで試行中だ。しかしながら、宣言だけ

滋賀県信用保証協会SDGsアクションプラン２０２１

SDGs達成に向けた1年間のトライアル SDGs全体研修の様子
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にとどまらない、SDGs 達成に向けた流れを作る
ことができたと当協会は考えている。

  8．第２回 ESGファイナンスアワード
　　　ジャパン受賞

　環境省は ESG 要素を考慮した地域や金融機
関等の取り組みを積極的に行っている機関・団
体を表彰している。
　SDGs 金融はまだまだ投資が目立っているが、
地域金融機関による SDGs に関する取り組みや
商品開発も増えてきたため、間接金融部門の意
欲的な活躍が期待されている。令和２年から想
定申請者に「信用保証協会」が含まれたことも
間口を広げたいという意図の表れと言える。
　令和２年 11 月、環境経営に長年取り組んで
きたことや「SDGs 保証」というエポックメイ
キングな商品開発をしてきた背景があるので応
募した。

　様式は Word の質問項目にテキストを並べる
だけという、いたってシンプルなものだったが、
次第に筆が進まなくなった。

　求められているのは環境インパクト融資とい
われる類の取り組みだった。サステナビリティ
リンクローン（以下、「SSL」という。）といっ
て借り手の持続可能な取り組みの向上を促すた
め、目標値を設定して達成状況に応じてインセ
ンティブを与える仕組みであり、国際的な指針
もある。
　発想そのものは「SDGs 保証」に近いが決定
的な違いは、第三者の評価機関を介して達成状
況の確認を行っているところだ。

「融資等を実施するにあたり、環境・社会に対
して悪影響を及ぼさないことを確認しています
か。」
　この質問の前で行き詰った。

　日本政策投資銀行や都市銀行が SSL を取り
扱っていることは知っている。彼らは迷うこと
なく「できている」と答えるだろう。
　「SDGs保証」では継続手続時にわが社のSDGs

宣言書に記載された目標が前向きな成果が得ら
れた場合、達成状況が客観的に捉えられる資料
の提出をもって、当協会が目標達成を確認して
いる。
　もとより宣言書に記されたトライアルは数字
に裏打ちされた計画書でないといっているた
め、逆も然りで達成状況を確認するためのエビ
デンスをあれこれ求めていない。よって環境イ
ンパクト融資から、かけ離れた甘さがある。
　しかしながら当協会は、小規模事業者であっ
ても SDGs 金融の道を拓きたいとの想いから、
のびやかな設計にしたことに自信をもって「十
分ではない」と回答した。

　令和２年 12 月、新型コロナウイルス感染症
対応資金の申込の期限が迫り、終了か延長かや
きもきしていたとき、電子メールで銅賞受賞の
連絡を受けた。募集要領によると提出後、審査
が進む過程でインタビューがあることになって
いたが、メールのみの案内だった。
　「銅賞！？、ど

・ ・ ・ ・ ・

ーしよう？」
　役員を含め何人か同じリアクションだった。

　授賞式は令和３年２月、コロナ感染拡大防止
に配慮して、Zoom で開催された。限定公開な
がらも YouTube Live でその様子を見ることが
できたため、当協会の会議室からインターネッ
ト上の式典に出席している理事長を別の会議室
でインターネット越しに応援した。

授賞式の様子

　各部門の表彰が終わったころ、小泉大臣が登
壇された。大臣から今回、間接金融部門・地域
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部門の創設があったこと、その中で当協会が受
賞したことに触れ、「滋賀県は三方よしを実践
してきた地域でもある、ぜひこの取り組みが他
の地域にも波及することを期待する。」とのコ
メントをいただいた。

受賞者に向け、コメントを語る小泉環境大臣

　また、パネルディスカッションにおいて家森
神戸大学教授から SDGs 金融を普及させるため
に、小規模事業者にアプローチした点を評価し
たと言及があった。今回数ある受賞者の中か
ら、当協会の名前を出してコメントいただいた
ことは光栄であり、改めて環境や社会に配慮し
た取り組みを推進し、持続可能な地域の発展に
貢献したいと思った。

ESGファイナンスアワードジャパン銅賞ロゴ

  9．新たな「SDGs保証」

　新型コロナウイルス感染症の影響により業況
悪化にとどまらず、新常態に合わせて業態転換
や新分野展開が求められるなど、中小企業の取

り巻く状況が大きく変化した。
　環境変化の中で SDGs は加速する。中小企業
にとって、コロナ禍は悲観的に捉えるのだけで
なく、躍進へのビジネスチャンスとなりえる。
　こうした変化に対応するため令和３年４月、

「SDGs 保証」をリファインした。

（1）「SDGsトライアル保証」
　「SDGs 保証」の後継制度として創設した。旧
制度は５年間キャッシュアウトしないこととの
バランスをとるため、対象者を法人に限定し、
初回利用時自己資本比率 20％超と定めた。
　しかしながら、コロナ禍によって中小企業の
財務が悪化する中、この要件がなじまなくなっ
た。そこで財務要件を撤廃するとともに個人事
業主の利用も認め、最長３年間のトライアルを
支える「短期継続融資保証」に変更した。また、
あらかじめリファイナンスを支える「長期保証」
も用意した。これによって借換しても目標達成
による保証料割引は継続されるようにした。
　スマホのプラン変更のように限度額・未償還
期間が縮小しているが、財務要件撤廃以外にも
メリットを出したため、全体的に使いやすく
なった。

（2）「SDGsステップアップ保証」
　すでに SDGs 達成に向けたトライアルを実施
中の企業がさらなるステップアップをめざす
ための保証制度として創設した。旧制度には
“SDGs 達成に取り組む企業は選ばれる ” という
テーマがあるものの、SDGs そのものに明確な
認定や認証がなく、中小企業になじみがないと
いう課題を超えられなかった。
　そこで SDGs 達成への取り組みを連想してい
ただけるよう、ESG にかかる認証等をあらか
じめ取得している場合、SDGs 企業として評価
し、成長を応援する制度として創設した。

　新制度創設に合わせて、「中小企業のための
SDGs 活用のススメ」と題して中小企業が SDGs
に取り組むメリットや SDGs 宣言書の作り方、
ビジネスモデルの見つけ方などをまとめた。
　ぜひこのパンフレットをもとに SDGs 関連保
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証を推進し、多数の SDGs 企業を発掘していき
たいと考えている。

SDGs普及に向けたパンフレット

  10．信用保証協会もSDGs企業

　現在、執務のかたわら、令和４年の採用選考
の面接官をしている。そこで「御協会でソー
シャルビジネスに取り組む企業を SDGs 保証で
支援したい。」と語る学生と出会った。
　大学では昨今、SDGs 達成に向け、次世代リー
ダーの育成や研究開発、最先端のデータ・政策
の分析等が強く求められ、多くの大学の授業の
中で取り入れられているという。
　よって会社説明会で流した当協会名を語る小
泉大臣のコメントの “ 効果はばつぐんだ ”。
　ベテラン面接官なら、見え見えのラブコール
をいぶかしく思うのかもしれないが、その志望
動機がいたく刺さった。

　信用保証協会は、中小企業の思い切った事業
展開を後押しするため、経営者保証を不要とす

る取り扱いを進めることや、持続可能な企業経
営につながる事業承継など数多くの社会的課題
の解決を期待された、紛れもない SDGs 企業だ
と思う。
　道半ばであるが毎朝、スーツに袖を通す時、
カラーホィールをあしらったバッジに見合う取
り組みを今後も進めていきたいと思う。




